
何がかわるの？

成年後見制度の
見直しについて

お申込み・お問合せ
講師  又村 あおい氏

平成７年平塚市役所入庁。

８年間障害福祉担当部署
に勤務。その後、県庁、内
閣府出向を経て、現在は全
国手をつなぐ育成会連合会
常務理事兼事務局長。

-平塚市成年後見利用支援センター主催 市民向け講演会-

民法改正により、知的や精神の障がいのある人や認知症の心配のある人を法的に支える「成年後見制度」が
「身近な制度」へとどう変わっていくのか。日ごろから知的障がい者本人・家族を支える活動を全国的に
行っている又村あおい氏をお招きし、利用者と家族の立場から成年後見制度の未来について学び、共に考え
ていく。そして、この制度を大切な人、私自身のために使っていける場として参加してみませんか。

講師 又村 あおい 氏

◇対象者 平塚市在住・在学・在勤の方

◇定員 会場６０名 オンライン６０名

◇申込開始日 １月１９日(月)９時より

◇申込締切日 ２月２７日(金)１７時

◇お申込み方法 電話・FAX・二次元コードにて

平塚市成年後見利用支援センター

TEL:0463-35-6175

メール：seinenkouken@hiratsukasyakyo.net

〒254-0046 平塚市立野町31-20 平塚栗原ホーム3階

FAX:0463-63-3377

３月４日
午前10時～12時

令和８年

会場 平塚栗原ホーム3階大会議室

水

＜講師メッセージ＞
いよいよ民法改正も視野に入れた見直し議論が大詰めを迎えている成年後見制度。
どのように変わっていくのか、最新の情報をお届けします！

※ご来場の際はバス・自転車・徒歩にてお越しください。
※お車でお越しの場合は、会場周辺の有料駐車場をご利用ください。



 
 

       ふ  り  が  な   

お名前  

お住まいの市町村 □平塚市内 □平塚市外（※市町村名 
 ） 

電話番号  

参加方法 □会場参加 □オンライン参加 （Zoom） 

メールアドレス（オンライ
ン視聴の方は必須） 

 

（平塚市外在住の方のみ）
勤務先または学校名 

 

 
□チラシ（※設置場所 ） □広報ひらつか 

  

今回の講座は 
どこで知りましたか？ 

□平塚市ホームページ □平塚市SNS 
  

 □平塚市社協ホームページ □その他（ ）  

※□にレ点をつけてください。  
＜オンライン参加の方へ＞ 

※2月２７日迄にご登録のメールアドレスへ視聴URLをお送りします。 

※講演中の録音・録画、撮影は禁止です。 また、講演資料の郵送等は行いません。 

 
【会場までのアクセス】 
◎JR平塚駅から徒歩約17分 
◎バス（神奈川中央交
通）平塚駅北口 
2番・7番・8番乗り場より約7分乗車  
「追分」バス停下車徒歩2分 
 
※「追分」バス停は2か所あります。 
ご注意ください。 

※お車でお越しの場合は、会場周辺
の有料駐車場をご利用ください。 

FAX申込書 ３月４日（水）市民向け講演会 

「何がかわるの？成年後見制度の見直しについて」 

FAX ０４６３-６３-３３７７ 
＜受付開始  １月１９日（月）９時より＞ 
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